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アメリカにおける移植用臓器マーケット論
HenryHansmann,“MarketforHumanOrgans,，の紹介一
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ｏ金沢大学大学院社会環境科学研究科博士後期課程

■ＫＥＹＷＯＲＤＳ臓器マーケット（marketforhumanorgans）死体臓器（cadavericorgans）
健康保険（healthinsurance）保険料割弓’（premiumreduction）

生体臓器（organsfromlivingdonors）パターナリズム（paternalism）
商品化（commodification）

要旨

移植臓器の不足は曰本のみならず、アメリカにおいても問題となっている。そしてアメリカでは、臓器売買

を容認すれば、現在の'壜'性的な移植用臓器不足は解消するという観点から、臓器売買に賛成する意見も根強い')。

今回はその臓器売買賛成論者の中で、もつとも急進的な理論であると思われる「臓器マーケット」の設置を

提唱している経済学者、ヘンリー・ハンスマンの論文「MarketforHumanOrgans」（CosimoMarcoMazzoni

ed.,ALegalFrameworkforBioethics,KluwerLawlnternational，1998,ppl45-159.）を紹介したい2)。臓器

売買について賛成論を唱える論者が殆どいない曰本から見れば、極めてナンセンスな理論のよう|こ思われるか

もしれないが、彼の理論はその是非はともかくとして、相当に具体'性のある実践的な提唱であり、アメリカに

おける臓器売買賛成論の－形態として、きわめて興味深いものである。
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保険の加入を統合するという具体案を出し、以下の

ように述べている。

保険契約者はその保険契約書の中に、保険契約の

期間中に死んだ場合は、移植に適応する自分のいか

なる臓器についても、保険会社がそれを摘出する権

利を有するという規定を書き入れる。この項目に

チェックを入れたなら、その見返りとして保険契約

者は、保険料の特別割引を受けられる。

また、自己の臓器の権利を保険会社に譲渡するこ

とを欲しない場合、その被保険者の保険料に特別増

額がなされるなら、その旨を明記した項目にチェッ

クを入れることを保険契約者に要求し得る。

そして各保険会社は、未来のドナーとなる被保険

者の身元を、政府が管理する登録所に提示する。病

院は、臓器が移植に適応する患者が死んだ場合、こ

の登録所をチェックして、もしその故人がここに登

録されていた場合は、病院は登録所に、どの患者の

臓器が入手可能か指摘し、登録所関連の国営のネッ

トワークを通じて、適合するレシピエントを選出す
る。

レシピエントは、移植臓器を受け取るにあたっ

て、ドナーの契約していた保険会社、ないしはその

代理人に、決められた額を支払わなければならな
い。（pPl47-l48）

そして、アメリカと違い公的な保険を有する国に

おいては、保険会社ではない他の組織を介在させる

必要があり、具体的には各種私的保険一自動車保

険、生命保険、不動産保険一がその任を果たし得

る。そのための適切な法があれば、未来の臓器を買

う権利というのは、このような様々なタイプの参加

者に開かれ得るものだ、とハンスマンは説いてい
る。（pl48）

1．臓器マーケット提唱論の要因

アメリカ国内において、毎年20000人の人間が、

その臓器が移植に適するとされる状況下で亡くなっ

ているが、実際にその臓器が移植に供されるのはそ

の15パーセントに過ぎないといわれている:')。

ハンスマンはその要因について、こう分析する。

この提供率の低さは、故人やその家族の提供反対の

意思が反映したものではなく、故人やその家族が、

提供に事前に同意していなければ臓器を摘出しては

ならない（PrincipalCurrentMethod）ことをア

メリカの法が要求していることに起因する』)。

そして、その摘出された僅かな臓器も、それを

もっとも必要としている人や、もっとも適合`性の高

い人に移植されず、臓器が摘出された病院や、同じ

地区の他の病院で移植されるのが一般的であり、適

切な配分という点でも問題がある。（pl45）

ハンスマンはこのような状況を省みて、移植臓器

の供給の増加と、臓器を適切に配分するためのシス

テム改善案として、本論文において移植用臓器の

マーケット設立論を提唱するとしている。（pl46）

２．死体臓器の場合

１）どのような形の市場が想定できるか

生体から摘出できる臓器は極めて限られているゆ

え、マーケットに十分な量と種類の臓器を供給する

ためには、死体臓器の存在は必要不可欠であろう。

では、具体的に、その死体臓器のマーケットとし

て、どのようなものが想定できるだろうか。

ハンスマンは言う。既に死んでしまっている人か

らは臓器を買うことは出来ないしまた、移植臓器

の供給源となるであろう人間を期待してずっと待つ

ということも出来ない。仮に、死んだ場合はその近

親者にその人の臓器の所有権を付与するという法が

出来たとしても、故人の死のショックで』礁悴してい

る家族が、短い時間で理性的に商取引の話に応じら

れるとも思えない。（pp､146-147）

そこでハンスマンは、その人間が死んだ時に臓器

を採取する権利を、その人が生きていて健康なとき

にあらかじめ、彼から買っておくという方法を提唱

する。そして、アメリ力のように健康保険が任意加

入の国においては、臓器採取の権利の購入と、健康

２）臓器の値段はどのようにして決められるか

摘出された臓器の値段をどのように決めるかとい

う問題について、ハンスマンはこう述べていろ。摘

出臓器のマーケットを設立して、需要と供給の効果
で最終的な価格を決めさせるという方法もあるが、

この値段はマーケットよりむしろ政府によって行政

的に設定されるという方法をとった方が、システム

としてより良い機能を果たすことだろう。（ppl48-
149)5） 
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市場的要素を和らげるための具体案として、保険

会社が買い取った未来の臓器の権利を、政府が全て

決められた価格で買い取り、なんらかのシステムを

通じて政府自らが分配法を決めるというやり方もあ
る。

本論文では、具体的にどの臓器にどのくらいの価

格が付くと想定されるかということには触れられて

いないが、それについてハンスマンは、先に提唱し

た保険料割引システムを現実的なものにするため

に、保険契約者の臓器提供の同意を取り付けるに足

るだけの保険料割引を提供でき、かつその割り引い

た保険料に余りあるだけのものを保険会社にもたら

し得る値段でなければならないとしている。（p
l49） 

４）利他主義的な提供の存在をどう考えるか

当然、ここで提ﾛ昌されているような保険料割引に

ついては、そのような対価が提供されると、従来の

利他主義の精神にのっとって臓器を提供しようとい

う個人が提供しなくなってしまうという反論がなさ
れる。

この問題に対してハンスマンはこう述べている。

もし、この影響力が広範囲にわたるものであるなら

ば、保険料割引きという対価支払いの導入は、臓器

供給の増加には繋がらないだろう。だが、それを示

す明確な論理やデーターはなく、過去に献血の問題

の中で対価支払いの効果の議論はなされたものの、

それが臓器の提供というコンテクストにそのまま繋

がるとも思えず、実際にやってみなければ、どうな

るのかは分からない。（P､150）

そして、このような対価支払いの計画が、自己利

益を求める未来のドナーたちに受け入れられるのか

否かという問題についてハンスマンは、その問いを

どう設定するかに左右されると言い、以下の様な例

を挙げて説明している。

当該問題については例として、「人は１年あたり

４０ドル程度の利益還元を受けるだけで、自分の臓器

の権利をすすんで売却するか？｣、「人は、他人の生

命を守るために自分の臓器を利用出来るようにする

のを拒否するという特権のために、進んで健康保険

料に４０ドル上乗せして払うか」という２つのやり方

で問いが設定できるだろう。

そして実際にこの制度が導入されれば、非提供者

に関しては後者のような「自愛的な理由での非提

供」という選択肢を選ぶ人間が増える一方、提供者

に関しては利他的動機での提供者が増える。（pp

l50-151） 

また、保険料割引計画では、その保険料割引分を

任意の慈善事業に寄付することを明示することが許

されるゆえそうすればよりいっそう、利他的動機

のアピールとなるだろう、とハンスマンは付記して

いる。（P､151）

３）保険料割引で臓器提供は増ｶﾛするのか

上に述べたことは、案として見るとなかなか慧眼

だといえるかも知れないが、それが実際に臓器の提

供率を上げられなくては意味がないであろう。

このようなやり方で提供率が上がるのかという問

題について、ハンスマンはこう述べている。

そもそも大抵の人は、自分の臓器を提供するとい

う主義を持っていないように思われる。その理由を

推測すると、別に確たる信念を持って臓器を提供し

ないというのではなく、ドナーカードの記入や携帯

が面倒くさい、自分がこの問題について正しい選択

が出来るのか自信がない、こんな問題を真剣になっ

て考えるのは嫌だ、というような理由が大半のよう

である。

しかし保険料割引の提供という案は、このような

潜在的ドナーの注目を臓器提供という問題に集め、

彼らに臓器を提供するという動機や、提供への疑義

を晴らす理由を与えるかもしれない。

この割引は、臓器を諦める代償として提供される

ものでばない。個人が臓器提供を決定するのに伴う

物的、心理的負担を、保険料割引提供という形で保

険会社が代わりに負ったとしても、それを補って余

りある見返りが保険会社に十分にあるからこそ提供

されるものであり、おそらくこれが実現すれば、各

保険会社の熱烈な勧誘合戦が行われるだろう、とハ

ンスマンは予測している。（p､150）

3．生体臓器の場合

生体ドナーから摘出される臓器というのは、一般

的には腎臓を指す。ここでも、それを前提として論

が進められている6)。
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ある所有物を売るという決定と違い、不可逆的な１

度のみの決定であって、同じ「売る」という決定で

あっても、その決定を後'海する可能性は前者の方が

高い。また、経済的動機を優先させるあまり、後先

を考えずに決定をなし、後に後Ｉ海するであろう人間

も出てくるかもしれぬゆえ、そういう先見の明のな

い取引に対する保護は必要であろう。

その保護規定についてハンスマンは具体的に以下

のような提言をしている。

「売り手は25歳以上で、内科医およびソー

シャルワーカーの診断を受け、かつその臓

器を購入する機関とは無関係の諮問専門委員

団（consultativepanel）の認定を受けなけれ

ばならない。その価格は、決められた最低額を

下回ってはならず、かつ売買契約には、残った

１つの腎臓が悪くなったら、随意に腎臓の移植

が受けられるということを保証する傷害保険を

含むものとする」（ppl53-154）

このような形で生体腎の取引がなされ、移植に利

用出来る臓器の実質的増加となるなら、貧困層に

とってはきわめて有益であり、彼らに対する搾取に

繋がるがゆえに生体ドナーからの臓器の購入を禁じ

るというのは、理由としては十分でない。

発展途上国からの搾取にも繋がるという問題につ

いては、アメリカ国内やヨーロッパ等の先進国の人

間からのみ臓器を購入することが出来るという規定

を作れば、そういう類の搾取を無くし得る、とハン

スマンは言う。（pl54）

１）移植における生体臓器と対価支払いの利点

腎臓移植においては、死体署より生体腎の方が有

用であるとハンスマンは言い、その理由として以下

の２つを挙げる。

１つは、潜在的な生体ドナーが社会に相当数プー

ルされていれば、供給が限られている死体管より

も、レシピエントとの組織適合,性が高い腎臓が得ら

れる可能性が高いこと、もう１つは、死体腎の提供

を待っていては、移植を受ける絶好のタイミングを

逸してしまう場合があるが、生体腎ならドナー、レ

シピエント双方の健康状態を見ながら、最も良いタ

イミングを見計らって摘出、移植に踏み切ることが

出来るということである。

また、自分の腎臓を1つ売るという選択は、その

価格がある程度高額であるならば、合理的な決定と

言えるかもしれないとさえハンスマンは言う。その

理由として、腎臓の提供は、ドナーの健康に甚大な

影響を及ぼすものでない7)と一般に言われているこ

とと、人はよりよい生活をするために、腎臓を，つ

提供することで被るかも知れない程度のリスクを、

自らの合理的判断で進んで背負いさえするではない

か、ということを指摘する。（p､152）

２）バターナリズムの観点からの反対意見をどう考

えるか

ところがこのような考え方には、パターナリズム

の観点からこのような批判意見があるとハンスマン

は指摘する。生体臓器のマーケットが設立されれ

ば、そこでの主たる売り手は貧困層が占めることに

なり、それは結局、富裕層のために貧困層の臓器を

搾取するシステムになりかねない。

それに対しては、このような反論があるとハンス

マンは続ける。臓器を売りたいと思う人間は、自分

の腎臓を２つ維持することで、死や病気にかかるリ

スクをほんの少し下げるよりも、金銭を得たいと

思っており、社会が、彼ら貧困層に腎臓を売りたい

という気を起こさせないために臓器売買を禁止する

というのは、貧困者に、自分の持っている交換価値

のある所有物である腎臓を売ることを許さないとい

うおかしな論理である。（ppl52-153）

ハンスマンは、後者の反論意見についてこう指摘

する。腎臓を売るという決定は、自分の交換価値の

３）臓器の商品化の問題をどう考えるか

もう１つの有力な反対意見として、臓器売買はそ

れが臓器の商品化に繋がり得るゆえに禁止すべきと

いうものがある。その意見についてハンスマンはこ

う指摘する。商品化が何を意味するのかとか、なに

ゆえそれが望ましくないのかについて、正確に言明

するのは困難である。そして、以下のような例を持

ち出して商品化の問題について言及している。

かつて、生体からの腎臓提供が市場外の領域に

入っていて、腎臓が商品としては扱われてこなかっ

たのは、そこに家族関係というものが含まれていた

からだ。免疫抑制剤の開発以前には、ドナーとレシ
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ピエントとの適合’性が極めて密接でなければ移植は

難しく、したがって、家族内の生体ドナーからの移

植が、もっとも成功率が高かった。また、このよう

な家族内での臓器提供に、マーケットにおけるよう

な自己利益計算を持ち込むのは不適当だと私たちは

社会に教化されてきたのだ。（P､156）

しかし、免疫抑制剤の開発により、無関係な個人

間の移植というものが比較的安全に行われるように

なり、家族内提供の必要性は実質的に下がってきて

いる。このような技術的進歩が、従来、市場外取引

であった生体腎の提供を、市場取引へと再編成させ

る機会になる。

たとえば年配者介護や結婚の仲介なども、今や業

者がそれを行うことに私たちは!慣れきっている。精

子バンクなども、かつて強い倫理的抵抗に晒された

ものの、我々は時とともに自らの倫理的規範を変容

させ、それを受け入れることが出来た。（PPl56-

157） 

臓器のマーケットが設立できる状況であるから、

そのようなマーケットがないことを補う何らかの政

策を実施した上で、マーケットの設立を禁止すると

いうならともかく、マーケットが設立できる状況下

にないうちから、それを禁止する必要はなかったの

だ、とハンスマンは言う。（pl57)8）

以上の考察からハンスマンは、移植可能な臓器へ

の対価の支払いの禁止というものは正当化し難く、

移植を必要としている多くの人間のためにも、ここ

で提唱した計画の実施について、これを追求する価

値はあると思われると結論付けている。

層への社会保障の整備にもなり得るという可能性も

ある9)。

また、世界的に臓器売買が禁止されているとは言

え、実際には臓器が非合法のマーケットに乗って動

いている地域があり'0)、このような非合法マーケッ

トを確実に撲滅する有効な手立てもない。ならば、

臓器売買を合法化し、ある程度の社会的統制を加え

つつマーケットをオープンにすることで、それに

よって暴利を貧る人間を排除し、取引や価格を適正

化することで、潜在的ドナーの参加を促し、臓器の

提供を増やし得るという可能性も考えられるかもし

れない。

２）問題点

問題点としては、次のような指摘が出来る。

(a）所有権及び可処分,性の問題

ハンスマンをはじめとした臓器売買賛成論の理論

の前提として、人間には自己の臓器の所有権があ

り、臓器はいわば財産であって、したがって処分す

る権限も有するという理解があるように思われる。

臓器と所有権の問題については日本でも議論の絶え

ないところであり、明確なコンセンサスは取れてい

ないのが現状であるが、もし仮に自己の臓器に対す

る所有権というものを認めるとしても、所有権があ

ることと可処分`性があるということまでイコールだ

と言って良いのだろうか。所有は認めても処分は許

されない場合も考えられるだろう。

また、可処分`性がある場合でも、無償で譲るのは

良いが、対価を受け取ってはならないなど、その処

分法に制約があることも考えられる。臓器について

も、所有権が認められたとしても、このような制約

がされるのではないのか。

(b）マーケットシステム導入で臓器提供は増加するか

またハンスマンは、マーケットシステムが整備さ

れることで臓器提供が増えるという前提で話をして

いる。今のように需要と供給が極端にアンバランス

な状態では、臓器の値段が高騰し、富裕層でなけれ

ば臓器を買うことが出来ず、配分の不平等をますま

す大きくなるであろうから、このような状況を避け

るためには、相当数の臓器がマーケットに売りに出

される必要があることは言うまでもない。

しかし、きちっとしたシステムがあれば、自分の

４．本論文をどう評価するか

１）評価できる点

ここまで紹介してきたハンスマンの主張に対し、

評価できる点として、以下の2つが挙げられると思

う。

まず、健康保険加入に際し、死後の臓器提供に同

意すれば保険料を割引するという案は、もしその割

引率がかなり高いものであれば、従来、健康保険か

ら締め出されてきた貧困層に、健康保険に入ること

の出来る道を開くかもしれないという点である。大

量の貧困者がこの割引システムで健康保険に加入す

ることで臓器の提供数が増え、しかもそれが、貧困
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臓器を売る人は増えるものなのだろうか。思うに、

人が自分の臓器を売る、ないしは売らないのは、そ

のような社会システムの不備や不在の問題ではな

く、結局は経済の問題であると思われる。生きてい

くのに困ることのない富裕層や中間所得者が、積極

的に自己の臓器を売ろうと考えるとはどうも思えな

い。

ハンスマンは、発展途上国の人間への搾取につい

ては、先進国の人間からのみ臓器を買えるという規

定を設けることで防げるとしているが、仮に購入先

を先進国に限ったとしても、その主たる売り手が

｢発展途上国の貧困層」から「先進国の貧困層」に

なるだけではないだろうか。

また生体移植に関しては、価格がある程度高額な

ら、腎臓を１つ売るということも合理的な選択にな

り得ると言うことであるが、果たして人は、自分の

ちょっとした持ち物を売ってお金に換えるような感

覚で、自分の腎臓を１つ売ってお金に換えようなど

と思うものであろうか。そういう感覚を持つ人間が

相当数存在しないと、生体からの腎臓提供は増えな

いと思われるのだが、その点疑問である。

(c）システム悪用の可能性

さらに現実的な問題として、先の保険料割引シス

テムについても、その'性質を逆手にとってこれを悪

用する人間が出てくる可能'性がある。このシステム

は、保険契約者に保険料割引と言う形で先にサービ

スがなされ、保険契約者は死後、移植可能な全ての

臓器を提供するという形で、そのサービスの対価を

支払うという形である。

すると、先に保険料割引というサービスを受けて

おきながら、途中で心変わりして臓器を提供しない

ことにしたという人間が必ず出てくることであろ

う。生前ならば、それまで割り引いた分の保険料を

返還するよう、本人に要求することも出来るかもし

れないが、その保険契約者の死後、遺言状に、いか

なる臓器も提供したくないと残されていたことが判

明した場合などはどうなるのか。

この問題を想定せずに、ハンスマンの提言がアメ

リカにおいて実施されたとしたら、これが致命傷と

なって、計画が破綻するかもしれない'１)。

ハンスマンの理論は現代アメリカの臓器移植事'情

を反映した、きわめてプラグマティックなものであ

り、日本に住む我々にとってみれば、理論として面

白くはあっても、自分たちの問題として考えるには

現実味に欠けるきらいが否めない。しかし、日本で

も問題となっている臓器の所有、商品化の問題や、

臓器配分の問題を考える上で、このような議論も参

考となるだろう。
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